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令和 5年度施政方針

令和 5年度の主な施策

やさしく元気な犬山づくり ずっと、ずっと住み続けたい犬山

※全文は市ホームページに掲載して
います。
経営部
◦第 6次犬山市総合計画の「まちの将来像」を実現
　するため、持続可能なまちづくりの推進
◦シティプロモーションについて、若者世代への情
　報発信を強化し移住定住を促進
◦移住定住相談窓口を設置し、ワンストップで相談
　に対応できる体制を整備
◦広報紙の発行回数を月 1回に、民間業者による全
　戸配達の実施
◦市長と市民の意見交換の場を拡充
◦利便性の高い市民サービスの提供や効果的・効率
　的な行政運営を行うため、ＩＣＴ等の最新技術の
　研究・導入を促進
市民部
◦協働プラザを中心に、地域活動の担い手の育成や
　地域の課題解決に向けた事業の充実
◦楽田ふれあいセンターをリニューアルし、楽田出
　張所をセンター内に移転
◦外国人市民実態調査の実施
◦総合防災訓練を城東中で実施
◦ペットとの同室避難や福祉避難所の開設訓練の実
　施
◦デマンド交通実証実験の結果を反映しまちづくり
　と連携した公共交通ネットワークの構築
◦わん丸君バスを見直し、栗栖地区、今井地区、池
　野地区の中学生が通学に利用できるよう調整
健康福祉部
◦重層的支援体制整備事業計画に基づき、ふくし総
　合相談窓口を中心とした世代や属性を超えた支援
　体制の構築
◦手話言語などコミュニケーション手段の利用促進
　を図る条例の制定に向け、団体等へのヒアリング
　を実施

◦認知症サポーターの参画推進とキッズサポーター
　の育成
◦認知症地域支援推進員の有資格者を増員
◦フレイル口腔検診と65歳と75歳を対象にアイフレ
　イル検診を新たに開始 
◦帯状疱疹の発症予防について、予防接種の助成制
　度を創設
◦出産育児一時金の増額、妊婦の産前産後期間 4か
　月分の国保税の均等割・所得割分の免除
◦アウトリーチ（訪問）型産後ケア事業の実施
都市整備部
◦新たな幹線道路による東西軸の確保に向け「蝉屋
　長塚線」について、基本設計に着手

◦「楽田桃花台線」について、早期に事業効果が発
　現できる現在の道路用地幅による拡幅工事に着手
◦五郎丸西地区の暫定用途解除区域の排水路整備に
　向け用地買収
◦橋爪五郎丸地区計画内の道路の整備や狭あい道路
　の改善
◦ゲリラ豪雨等による冠水対策で、五ヶ村排水区に
　調整池を整備
◦県事業にあわせて、池野富士地区の大門沢排水路
　の整備に着手
◦市道の維持補修について、市道犬山公園小牧線の
　舗装改修計画を、 8年間から 4年間に短縮
◦水道事業は耐震化工事を実施し安定した水の供給
◦下水事業は、前原台団地の整備と不明水の削減 

　原市長は演説の最後を次のように締めました。「私は「先憂後楽」を意識してきました。私の中の先憂
後楽は、先に嫌なことをやって、後で楽しむという言葉ではありません。先に行く人は憂い行動し、後に
行く人がより心地よく続いていけるようにしていこうというリーダー論を意味するものです。「先憂後楽」
を腹に据え、個人の損得ではなく、犬山の未来のために力の限りを尽くします。そのために、何事も諦め
ず、遠ざけず、知らないふりをしません。正直に、真面目に、丁寧に向き合っていきます。そして、勇気
を持って一歩を踏み出す挑戦を忘れません。（中略）就任から 2か月が経過して、 1期目の原市政が始ま
ります。市民のみなさんが真ん中にいる「やさしく」「げんきな」まちで、ずっとずっと犬山に住みたい、
これから犬山に住みたいと思ってもらえる犬山づくりのため、市民みなさんに寄り添い、近い存在で、信
頼できる市長でいられるよう徹底して全力を尽くしていきます。」

経済環境部
◦第 3次地球温暖化対策実行計画（事務事業編）の
　改訂
◦公共施設太陽光発電設備の導入可能性調査の実施
◦地球温暖化対策設備の導入、省エネ改修、次世代
　自動車購入への補助
◦都市美化センター地元補償の城中南側多目的広場
　の整備と、善師野公民館西側に多目的広場の整備
◦働く場所を創出するため、産業集積誘導エリアを
　拡大し、企業誘致に向けた取り組みを推進
◦商業集積ラインのエリア拡大と、民間事業者と　
　連携し商業立地を促進
◦「雇用対策協定」を結んでいる愛知労働局と連携
　し、地域の雇用確保と合同企業説明会を開催
◦犬山市消費生活センターを拠点とした、相談体制
　の充実・強化
◦農産物のさらなるブランド化や新規就農者の掘り
　起こし、 6次化支援、耕作放棄地対策、イノシシ
　対策など、農業振興を総合的に促進
◦木曽川の河川空間を活かしたまちづくりについて、
　実証事業を実施、栗栖園地の拡大整備を進め、ア
　ウトドア空間としての利便性や魅力を高める
教育部
学校教育
◦新たな子育て支援策として小学 6年生と中学 3年
　生を対象に、給食費を無料化
◦読解力向上を図るため授業改善や、読書量増加に
　向け取り組みを推進
◦ＧＩＧＡスクール構想について、ＰＤＣＡサイク
　ルを確立し、内容の検証と改善を進める
◦犬山南小の改修推進（令和 7年度完了予定）と
　城東小・中の改修に向け基本構想に着手
◦特別教室へのエアコン設置に向けた設計
◦小中学校の全学年で少人数学級を実施
◦日本語教育指導員を新たに配置し、日本語習得が
　必要な児童生徒への支援の充実
◦小学校高学年で教科担任制を導入

子育て支援
◦第 3期子ども ・ 子育て支援事業計画策定にあたり、
　就学前児童や小学生児童の保護者を対象にアンケ
　ートを実施
◦小・中・高校生を対象に、「ヤングケアラー」の
　実態調査
◦新橋爪・五郎丸の未来園整備は造成建設工事に着
　手（令和 7年度開園予定）、新羽黒保育園整備事
　業は民間事業者と覚書を締結（令和 8年 4月開園
　予定)

◦ 3歳未満児の保育環境整備を推進
◦病児保育実施（令和 6年度開始予定）に向け施設
　整備と委託内容を協議
◦医療的ケア児受入れのため保育環境の整備
◦屋内型キッズスペースの整備について、施設や機
　能を検討
文化・歴史
◦子ども大学では、座学だけではなく実際に体を動
　かして学ぶ喜びを体験するスポーツ講座を新設
◦市内施設において作品発表の場と鑑賞する機会を
　創出し、市民が文化に触れる機会の充実を図る
◦市立図書館では、令和 4年度に着手した図書館の
　ＩＣＴ化を計画的に推進
◦犬山城の黒門復元に向けた建物位置特定のための
　調査の継続
◦犬山城防災対策計画の策定
◦「小牧・長久手の戦いと犬山」の講演録を発刊
消防
◦救助工作車の更新
◦新しい消防団第 5分団車庫の運用を開始

　 2月議会が 2月21日に開会し、原市長より令和 5年度の市政をどう進め
るのか、という施政方針演説が行われました。
［市長演説抜粋］慣例や前例にとらわれず、知恵と工夫、スピード感を
持って適正な判断と実行で、夢と希望の持てる市政運営が求められます。
そして、市民みなさんの生活を守るために、犬山市役所がより一層頼れる
ところだと感じてもらえるよう職員とともに、市民みなさんに寄り添って
対応をしていかなければなりません。（中略）令和 5年度当初予算は、市長就任から時間が限られていた
ことから、予算が積み上げられていた中での予算編成とさせていただきましたが、これからの展開も見据
えつつ、補正予算などで積極的に原カラーを見せていきたいと考えています。

蝉屋交差点

▲（仮称）新橋爪・五郎丸子ども未来園外観イメージ
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回 日にち 場所 内容
1 5 月20日㊏ 善光寺山 森の花歴
2 7 月29日㊏ 里山学センターと周辺 田園の生きもの
3 9 月30日㊏ 里山学センターと周辺 秋を告げる虫たち
4 10月21日㊏ 新郷瀬川 半自然草地の彩り

5 11月18日㊏ 里山学センター
まとめ講座（座学）
生物季節の意義・崩れ
ゆく季節同調性

　スムーズな事業承継には、早め
の準備と計画的な取り組みが必要
不可欠です。
日時　毎月第 4㊍
　　　（ 7月、11月は第 3㊍）
※各日 9 :30～10:30と11:00～12:
00の 2 部制
場所　市役所 2階相談室 2
対象　市内の経営者または後継者
申込・問合　申込書を記入し、相
　　　談希望日の 1週間前までに
　　　ファックスかＥメールで産
　　　業課（℡44-0340、Fax44-0367
　　　Eメール040900@city.inuya
　　　ma.lg.jp）へ
※詳しくは市ホームページ ページ
番号1008793 または
次の二次元コードを
見てください｡

　「犬山で学ぶ生物季節～里山の「春夏秋冬（ひととせ）」～」につい
て学び観察します。講座終了後は里山学センターボランティアスタッフ
として活動することができます。

時間　各回 9 :30～12:30　対象　18歳以上　定員　10人
費用　3,000円　持物　筆記用具、飲み物
服装　長袖、長ズボン、歩きやすい靴、帽子
申込　 4月28日㊎までに①氏名②年齢③郵便番号④住所⑤電話番号
　　　⑥Eメールアドレスを、直接またはファックス、はがき、Eメール
　　　で里山学センター （Fax65-2121　〒484-0094　塔野地字大畔364-2
　　　 9 :00～17:00　㊊休館　Eメールsatoyama-gaku@etude.ocn.　　　
　　　ne.jp）へ
※電話申込不可。応募者多数の場合は抽選を行います。
問合　里山学センター（℡65-2121）

日時　奇数月の第 4㊍
　　　10:00～12:00、
　　　13:00～15:00
※ 5 月は11日㊍、11月は16日㊍、
令和 6年 3月は21日㊍に開催。
※予約方法・定員は毎月「各種相
談コーナー」を確認してください。
持物　マイナンバーカードなどの
　　　本人確認書類、基礎年金番　
　　　号が分かる書類、請求書な　
　　　ど
※本人以外の人が相談するときは、
委任状（市ホームページページ番
号1001958 からダウンロードでき
ます。）と委任された人の本人確
認書類が必要。
問合　保険年金課（℡44-0328）

　高齢者のみの世帯や１人暮らし
の人が増えています。いざという
時に困らないよう、調理の基礎か
ら学ぶことができます。
日時　 5月23日㊋・30日㊋、
　　　 6月13日㊋・27日㊋、
　　　 7月 4日㊋（全 5回）
　　　 9 :45～13:30
　　　（受付 9 :30から）
場所　市民健康館
対象　市内在住の男性で特に調理
　　　をしたことがない人（過去
　　　に受講した人は除く）
講師　食の改善推進員
内容　ご飯の炊き方、だしの取り
　　　方など料理の基本から応用
　　　まで
定員　先着12人
費用　各回700円程度
※初回は調味料代など別途必要
持物　健康手帳、筆記用具、マス
　　　ク、エプロン、手拭きタオ
　　　ル、三角巾・バンダナなど
　　　頭を覆うもの
申込・問合　 4月11日㊋～ 5月12　　　 
　　　日㊎に市民健康館（℡63-
　　　3800）か次の二次元コード
　　　から申し込み

　犬山北のまちづくり推進協議会
により、城下町に五月人形が飾ら
れます。
①五月人形飾り展示
期間　 4月10日㊊～ 5月10日㊌
場所　旧磯部家住宅（吊るし飾り
　　　展示も）、どんでん館、
　　　市役所、城下町各店舗など
　　　約25か所
問合　旧磯部家住宅（℡65-3444
　　　9:00～17:00）
②城下町歴訪と節句飾りめぐり
　（歴史ボランティアガイド「ナ
イスで犬山」による案内）

日時・内容
　 5月14日㊐
　「聞こえない人の話を聞こう」
　 5月21日㊐
　「携帯ホワイトボード作成」
　 5月28日㊐
　「筆談でコミュニケーションし
　てみよう」「みんなで楽しめる
　ゲームをしよう」
　各日10:00～12:00
場所　市民交流センターフロイデ
　　　 4階401会議室
対象　聴覚障害者福祉やボランテ

　　　ィア活動に関心がある人
　　　（親子の参加も可）
※要約筆記あり。手話が必要な人
は事前に申し出てください。
費用　無料
定員　15人
申込・問合　 4 月28日㊎までに氏
　　　名・住所・電話番号・年齢
　　　を犬山市社会福祉協議会ボ
　　　ランティアセンター （℡62-　　　　　　
　　　2508　Fax62-9923
　　　Eメールvolunteer@
　　　inuyama-welfare.net）へ

●犬山市消費生活センター
　消費生活相談員が契約トラブル
や被害の未然防止策の相談に応じ
ます。相談には契約書面などの書
類を持って来てください。
日時　㊊～㊍（㊗除く）
　　　13:00～17:00
　　　（受付は16:30まで）
場所　市役所 1階相談室
　　　（℡44-0398）
●愛知県消費生活総合センター
　県民の消費生活に関する相談に
応じています。市消費生活センタ
ーが休みの時に利用してください。
日時　・㊊～㊎（㊗除く）
　　　　9:00～16:30
　　　・㊏㊐　9:00～16:00
場所　愛知県自治センター 1階
　　　（℡052-962-0999）
●犬山市消費生活法律相談
　多重債務の返済など、消費生活
センターで相談した内容が法律的
な相談であった場合、1回限りで
弁護士に相談できます。
日時　 4月21日㊎、 5月19日㊎
　　　13:00～16:00
予約　産業課（℡44-0340）へ

～気軽にニュースポーツなどを体
験してみませんか～
日時　 4月 7日㊎、 5月12日㊎、　
　　　 6月 2日㊎、 7月21日㊎、
　　　 8月 4日㊎、10月 6 日㊎、
　　　11月10日㊎、12月 1 日㊎、
　　　令和 6年 1月12日㊎、 2月　　　
　　　 2日㊎
　　　19:30～21:00
場所　エナジーサポートアリーナ　
　　　（市体育館）
内容　ニュースポーツ（ボッチャ、
　　　カローリング、ユニホッケ
　　　ー）などの体験講習会
対象　市内在住・在勤・在学の小　
　　　学生以上
定員　50人
費用　無料
持物　運動できる服装、体育館シ
　　　ューズ、タオル
申込　各開催日当日の19:00～19:
　　　20に会場で直接受付
問合　文化スポーツ課
　　　（℡44-0353）

　聴覚障害者の暮らしを知る中で、
お互いの理解を深め、手話を楽し
く学びましょう。
日時　 5月 9日㊋～ 9月12日㊋の
　　　毎週㊋
　　　（ 8月15日を除く全18回）
　　　10:00～12:00
場所　岩倉市ふれあいセンター
　　　 3階　視聴覚室兼研修室A
講師　尾北地区聴覚障害者福祉協
　　　会会員
対象　犬山市・江南市・岩倉市・
　　　大口町・扶桑町に在住、在
　　　勤で初めて手話を学ぶ人
定員　先着25人
費用　3,300円（テキスト代）
申込・問合　 4月 3日㊊～17日㊊
　　　に岩倉市役所福祉課
　　　（℡0587-38-5809　
　　　内線629）

　市では世代や属性を超えた包括
的な支援体制を構築するための理
念と具体的な内容を示す「第 1次
犬山市地域福祉計画」を策定し
ました。詳しくは市ホームページ 
ページ番号1009663 を
見てください。

問合　福祉課（℡44-0319）

期間　 4月10日㊊～ 5月10日㊌
　　　随時 （所要時間約1時間半）
場所　旧磯部家住宅
費用　 1回1,000円
　　　（ 1グループ10人まで）
申込・問合　希望する日の 5日前
　　　までに犬山市観光協会
　　　（℡61-2825）へ

里山学センター
ボランティアスタッフ養成講座（全 5 回）

第 8 回犬山城下町
端午の節句かざり きこえのサポーター

養成講座

催 し

相 談

生 活

第 1 次犬山市
地域福祉計画

消費生活相談窓口

一宮年金事務所
年金出張相談

わんスポランド

手話奉仕員養成講座

中高年男性料理入門

事業承継
個別無料相談会
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土木要望

土木要望提出

・町内の土木要望を
　とりまとめる

・土木要望がある

・担当地区要望をとりま
　とめる
・市のヒアリングに出席
 （施工順位を協議）
・現地確認

・土木常設員とのヒアリング
 （実施可否、施工順位を
　 協議）
・現地確認
・要望に対応し工事を施工 土木要望提出

報告

緊急時（※） 中間報告（10月）
実績報告（ 2月）

町会長

土木常設員市役所

市民

日にち 時間

4 月29日㊗ 不可

4月30日㊐ 不可

5月 1日㊊・
  2 日㊋

8 :30～12:00、
13:00～15:30

5 月 3 日㊗～
　   5 日㊗ 不可

5月 6日㊏ 8 :30～11:30

5 月 7 日㊐ 不可

人槽区分 設置費 宅内配管工事費 撤去費

5 人槽 332,000円

300,000円

・単独処理浄化槽
　120,000円
・汲み取り便槽
　90,000円

6 ～ 7 人槽 414,000円

8 ～10人槽 548,000円

　家庭用浄化槽の「単独処理浄化槽」は、し尿処理しかできないため生
活排水が直接側溝等へ流され水質汚濁の大きな原因になるといわれてい
ます。そこで市は居住用住宅の単独処理浄化槽やし尿汲み取り便槽を、
「合併処理浄化槽」に転換するための費用を補助しています。
●補助の金額（限度額）

　土木常設員制度とは、市内の道路や水路の新設や改良、街路灯の新設
や修繕、ガードレールやカーブミラーなどの交通安全対策施設の設置や
修繕などについて、各地区の土木常設員が市と市民の連絡調整に当たり、
公平で円滑な施行を図るための制度です。
　土木常設員は、各町内会から提出される土木要望を市に提出します。
さまざまな土木要望を円滑に施行するために、地域と行政を結ぶパイプ
役として、なくてはならない重要な役割を担っています。
※現在は犬山地区13人、城東地区 9人、羽黒地区 9人、楽田地区 9人、
池野地区 4人の計44人です。
●土木要望の基本的な流れ
　原則、土木要望は土木常設員を通じて受け付けます。

※新築時は対象外になるなど交付要件があるため、事前に補助対象に該
当するか問い合わせてください。
申込・問合　環境課（℡44-0344）

※緊急時（道路の穴あき、側溝の蓋割れ、街路灯の球切れ等）は直接土
木管理課まで連絡してください。
問合　土木管理課（℡44-0334）

●ごみ収集
　各集積場のごみ収集は通常どお
りです。
●粗大ごみ
　粗大ごみの収集は通常どおりで
す。収集日の 7日前までに、粗大
ごみ受付センターへ予約 （℡0120-
484-530 9 :00～17:00）してくだ
さい。
※月 2回の粗大ごみ収集日は町内
ごとに決められています。
※粗大ごみ受付センターは㊏㊐㊗
も受け付けています。
●都市美化センターへのごみ・資
源物、粗大ごみの持ち込み
　都市美化センターへの直接持ち
込みは通常どおりです。
　資源物（プラスチック製容器包
装、アルミ缶、スチール缶、新聞
紙・雑紙など）は都市美化セン
ター敷地内「わん丸エコステー
ション」で回収しています。

※大型連休中は大変混雑し、受付
まで30分ほど待ち時間が発生する
場合があるため、大型連休外での
持ち込みに協力してください。
問合　環境課（℡44-0344）

●資源回収団体登録は 4 月中に
　令和 5年度の資源回収団体の登
録を受け付けています。資源回収
団体に登録したPTA、子供会、町
内会、婦人会、老人クラブ等が新
聞・雑誌等の資源回収活動を行っ
た場合、回収量に応じて奨励金を
交付します。
※登録申請は年度ごとに行うため、
令和 4年度登録団体であっても令
和 5年度に登録を希望する団体は
申請書を提出してください。
対象品目　新聞紙、雑誌・雑紙、
　　　　　ダンボール、布類
奨励金　 1kgあたり 6円
※奨励金の交付受付月は 6、 9、
12、 3 月です（実績報告書と請求
書の提出が必要）。
※年 4回以上活動した場合は奨励
金を年 1万円加算。
申込　 4月20日㊍までに市役所 3
   階環境課か各出張所へ

問合　環境課（℡44-0344）

●エコステーション（資源物の回収拠点）

●わん丸エコステーション（常設）

日時 4 月 9 日㊐
9 :00～16:00

4 月15日㊏
9 :00～12:00

4 月23日㊐
9 :00～12:00

場所
わん丸リサイクル
小屋
（上坂公園西）

南部公民館
駐車場 市役所西庁舎

回収
品目

新聞、雑誌・雑がみ、段ボール、布類、飲料用紙パック、
アルミ缶、スチール缶、ペットボトル、プラスチック製容
器包装、植物性廃食用油（わん丸リサイクル小屋のみ）、ダ
ウン率50％以上の羽毛布団（わん丸リサイクル小屋のみ）

対象 市内在住の人

その他

・各自で資源容器に投入してください。
・廃食用油は口が閉まるびんやペットボトル等の容器に入　
　れて容器ごと出してください。
・羽毛布団は濡れないように出してください。

日時 平日　 8 :30～12:00、13:00～15:30　
土曜　 8 :30～11:30　※㊐㊗は休業　　

場所 都市美化センター敷地内

回収
品目

エコステーションの回収品目に加えて空きびん(無色・茶
色・その他）、小型家電10品目、パソコン、植物性廃食用
油、ダウン率50％以上の羽毛布団

対象 市内在住の人

その他

・各自で資源容器に投入してください。
・廃食用油は口が閉まるびんやペットボトル等の容器に入　
　れて容器ごと出してください。
・羽毛布団は濡れないように出してください。

●わん丸リサイクル小屋（リサイクル品販売）

日時 4 月 9 日㊐13:00～16:00

場所 わん丸リサイクル小屋（上坂公園西）

内容 家具・小物類・古本などの販売

対象 市内在住の人

その他
・一部抽選品あり（抽選は14:00から）。
・入場時に氏名と電話番号を記入してください。
・購入品は各自16:00までに搬出してください。

ごみの分別と出し
方について詳しく
はこちら▶

ごみの分別アプリ
「さんあ～る」
の紹介はこちら▶

　次の期間はし尿汲み取りを実施
しないため、汲み取りの予定があ
る人は注意してください。
休業期間　 4月29日㊗・30日㊐、
　　　 5月 3日㊗～ 7日㊐
※ 5月 1日㊊・ 2日㊋はし尿汲み
取り業務を実施します。この日に
汲み取りを希望する人は、 4月25
日㊋17:00までに（有）犬山衛生
管理組合（℡54-2397）へ申し込
んでください。
問合　環境課（℡44-0344）

大型連休中の
し尿汲

く

み取り

ごみ・リサイクル
4 月分

大型連休中のごみ・
資源物、粗大ごみの
収集は通常どおり

合併処理浄化槽（家庭用浄化槽）設置の補助

土木常設員制度と「土木要望」の流れ

生 活
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病院名 電話番号 交付
犬山動物総合医療センター 0568-67-1267 ○
小島動物診療所 0568-61-0266 ○
リタペットクリニック 0568-62-1212 ○
オルセー動物クリニック 0568-67-2527 －
犬山ウエストサイド動物医院 0568-61-2155 －
野田動物病院 0587-92-2122 ○
ひかる動物クリニック 0587-93-9999 ○
やませどうぶつ病院 0587-95-8674 ○
こうなん動物病院 0587-53-0122 ○
おおはし動物病院 0568-74-7030 ○

日時 場所

4 月17日㊊

13:00～13:15 栗栖小学校体育館
13:40～13:55 善師野公民館
14:10～14:25 塔野地公民館
14:40～15:00 保健センター

4月18日㊋

13:00～13:20 今井ふれあいセンター
13:35～13:55 前原台集会所
14:05～14:25 前原老人憩の家
14:35～15:00 東ふれあいセンター

4月20日㊍
13:00～13:45 楽田ふれあいセンター
14:15～14:35 富士集会場
14:50～15:00 入鹿地区センター

料金 新規登録 登録済

登録料（生涯 1回） 3,000円 ―

予防注射料 2,950円 2,950円

注射済票交付手数料 550円 550円

計 6,500円 3,500円

種別 １ 基当たりの限度額 備考

雨水タンク 25,000円 ・容量100リットル以上が対象
・複数設置する場合の上限額は50,000円

雨水浸透桝 15,000円 ・複数設置する場合の上限額は50,000円

浄化槽転用施設 50,000円 ・浄化槽内部の汚泥汲み取り、清掃、不要部品の撤去などは
　対象経費に含みません。 ▲登録鑑札（左）と

狂犬病予防注射済票（右）

●登録鑑札や注射済票の交付ができる動物病院と近隣動物病院の一覧

●令和 5 年度狂犬病予防の集合注射の日程 ●集合注射会場の料金表

　狂犬病予防法により生後91日以上の犬には、生涯 1回の市への登録（鑑札の交付）と、毎年 1回の狂犬病予
防注射の接種（注射済票の交付）が義務付けられています。　　　　　　　問合　保健センター（℡61-1176）
飼い犬の登録
　新しく犬を飼う場合は、保健セン
ター、集合注射会場または下記の動物
病院で登録してください。
※譲渡やペットショップで購入した場
合で、他市町での登録（鑑札の交付）
が完了している犬は、保健センターで
所有者の変更届が必要です。

狂犬病予防注射
　登録済の犬の所有者には、 4月上旬に「案内は
がき」を郵送します。このはがきで登録確認しま
すので、はがき裏面の問診票に記入し、接種する
動物病院や集合注射会場に持参してください。
※犬を飼っていても「案内はがき」が届かない場
合は、登録や所有者の変更が完了していませんの
で、保健センターまで連絡してください。

　設置前に市へ申請がない場合は、補助を受けることはできません。また申請した年度の 3月20日までに設置
完了の報告が必要です。　　　　　　　　　　　　　　　　申込・問合　土木管理課管理担当（℡44-0334）へ
●雨水貯留浸透施設補助制度
　豪雨による河川の急激な増水や道路冠水被害軽減のため、
自己の住宅敷地内に雨水貯留浸透施設（雨水タンク、雨

う

水
すい

浸
しんとうます

透桝、浄化槽転用施設）を設置する人に、設置に要した
経費の一部を補助します。補助には基準があります。
補助の対象となる人
・市内に自らが居住する住宅を所有している人、または取得予定のある人
・市税を滞納していない人
補助の対象施設
・雨水タンク　建物の雨どいに接続し雨水を貯めるタンク
・雨水浸透桝　雨水配管に接続し敷地内に降った雨水を地下へ浸透させる桝
・浄化槽転用施設　下水道への接続などで不要となる浄化槽に雨水を貯留しポンプで汲み上げて利用する施設　　
補助の金額　設置に要する材料費、工事費の 2分の 1の額（限度額は下表のとおり）

※補助の対象とならないもの
・特定都市河川浸水被害対策法の雨水浸透阻害行為許可のために設置される施設
・民間事業者が住宅の売買を目的として所有する土地または建物に設置される施設
●浸水防止施設補助制度
　近年頻発している集中豪雨による家屋などへの浸水被害の防止・軽減を図るため、新たに浸水防止施設（浸
水防止塀または浸水防止板）を設置する人に、設置に要した経費の一部を補助する制度です。
補助の対象となる人
・市内において自らが家屋を所有し、自らの負担により浸水防止施設の設置を行う人または法人
・市税を滞納していない人
補助の対象施設
・浸水防止塀　土盛またはブロック塀等で敷地への浸水を防止する施設
・浸水防止板　①敷地または家屋の出入り口に設置する板により浸水を防止するための施設（取外しまたは移　
　　　　　　　　動が可能なもの）
　　　　　　　②ブロック塀および家屋の換気口などに浸水を防止するために設置する板
補助の金額　設置に要する材料費、工事費の 2分の 1の額（上限額は200,000円）
※補助の対象とならないもの
・家屋の新築（大規模改築を含む）に伴い設置するもの
・不動産売買を生

なりわい

業とするものがその営業活動のために所有する土地建物に設置するもの
・過去に補助金を受けて設置した浸水防止施設に改変を加えるもの
・道路法及び建築基準法に適合しないもの（移動できない者に限る）
●補助金の交付申請の流れ
①申請者より交付申請（設置前に市へ申請が必要です）　②市による内容の審査後、交付決定
③交付決定後、施工・設置、市へ完了報告書を提出　　　④市による完了検査後補助金額の確定、支払い

次の場合は、愛知県動物愛護センター尾張支所（℡0586-78-2595　 8 ：45～17：30）へ
・飼い犬が人をかんでしまったとき…48時間以内に飼い犬事故届の届け出が必要です。
・迷い犬やケガをした猫を保護（発見）したとき…事故の危険があるため無理に触らないようにしてください。
・飼い犬や、飼い猫が逃げたとき…保健センターや犬山警察署でも受け付けています。
・犬や猫を新しく飼いたいとき…家族として受け入れてくれる人に有料でお渡ししています。
※申し込みには条件があります。

※「案内はがき」の注意事項を読んで感染予防対策に協力
をお願いします。

※集合注射会場を利用する場合は、釣銭がいら
ないようご用意ください。予防注射料は病院に
より異なる場合があります。　

※左記以外の動物病院でも狂
犬病予防注射は接種できます
が、接種後に保健センターで
注射済票の交付手続きが必要
になる場合があります。

（羽黒大見下）
（犬山南古券）
（犬山松本町）
（楽田西野）

（犬山上坂町）
（扶桑町）
（扶桑町）
（大口町）
（江南市）
（小牧市）

生 活 飼い犬の登録と狂犬病予防注射のお知らせ

犬や猫に関する緊急時等の連絡先

雨などによる被害軽減施設を設置する人へ

◀愛知県
動物愛護
センター

雨水タンク

浄化槽転用施設

雨水
浸透桝
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※各種手当は、認定請求などを行い、認定を受けなければ、受給できません。
※児童手当は 6月に、その他のもの（障害者扶助料、在宅要介護者介護手当除く）については 8月に、現況届が必要です。
※児童扶養手当、遺児手当（県・市）における「18歳以下の児童」とは、18歳に達した日の属する年度の末日以前の児童をいいます。

　生産緑地地区とは、市街化区域
内の農地を保全することで良好な
都市環境の形成を図るための制度
で、決定されると30年間は農地と
して適切に管理することが義務づ
けられますが、税制上の特別措置
を受けることができます。
　追加決定を受けるには要件を満
たす必要があるため、希望する人
は早めに相談をしてください。
　申請書様式は次の二次元コード
か市ホームページ
ページ番号1005649
からダウンロードで
きます。
申込・問合　 4月 3日㊊～28日㊎　　　　
　　　に申請書類を市役所 2階
　　　都市計画課（℡44-0330）
　　　へ

　市民健康館は新型コロナワクチ
ン接種会場として使用する可能性
があるため、次の期間、さら・さ
くらの湯を臨時休業します。
期間　 4月の毎週㊏㊐
※変更となる場合があります。
問合　市民健康館（℡63-3800）

　 2月定例議会で令和 5年度予算
が可決されました。
予算の概要や主要事業などについ
て詳しくは、次の二次元コードま
たは市ホームページ
ページ番号1009504 
を見てください。
問合　経営改善課（℡44-0313）

　次の土地を、インターネットオークションを使った一般競争入札で売却します。
販売物件　

※天神町四丁目79番 1 、天神町四丁目79番 3 、天神町四丁目79番 6 の物件については、地下残置有用工作物が
あるため、住宅建築に制限を受ける可能性があります。
申込期間　 4月 4日㊋13:00～20日㊍14:00
入札期間　 5月 8日㊊13:00～15日㊊13:00
参加資格　市内外を問わず個人および法人
※入札参加方法など詳しくは、市ホームページページ番号1003670を見てください。今回の入札は「インター
ネット公有財産売却システム（KSI官公庁オークション）」のシステムでのみ参加できます。

　次の期間中はシステム更改作業
のため、マイナンバーカードの電
子証明書関係の手続き（発行、更
新、パスワード変更など）がすべ
てできません。手続きは停止期間
外かつ有効期限等の前に行ってく
ださい。
期間　 4月29日㊗～ 5月 7日㊐
※この期間の前後で、窓口が非常
に混み合うことが予想されます。
市ホームページ内の「市民課窓口
混雑状況」を確認し混雑を避けて
来庁してください。

問合　市民課（℡44-0303）

生産緑地地区に
追加決定する農地

さら・さくらの湯
臨時休業

知っていますか　さまざまな福祉手当
市が所有する土地の一般競争入札

種類 対象 内容 問合

児童手当
（国）

中学校修了前（15歳到達後の
最初の年度末）までの児童を
養育している人

・ 0歳～ 3歳未満（一律）の児童1人につき　
・ 3歳～小学校修了前（第 1子・第 2子）の児童 1人につき　
・ 3歳～小学校修了前（第 3子以降）の児童 1人につき
・中学生（一律）の児童 1人につき　
・所得が限度額以上の人は児童 1人につき　
※ 2・ 6・10月の年 3回支給　※所得制限あり。

月額15,000円
月額10,000円
月額15,000円
月額10,000円
月額 5,000円

子ども未来課
（℡44-0323)

児童扶養
手当
（国）

母（父）子家庭（配偶者が重
度障害者の家庭を含む）また
は父母以外の人で18歳以下の
児童（障害児である場合は20
歳未満）を養育している人

・児童 1人目            　 月額44,140円～10,410円
・ 2人目の加算額　　　 月額10,420円～ 5,210円
・ 3人目以降の加算額    月額 6,250円～ 3,130円
※奇数月の年 6回支給。
※所得制限、公的年金との併給制限あり。

遺児手当
（県）

母（父）子家庭（配偶者が重
度障害者の家庭を含む）また
は父母以外の人で18歳以下の
児童を養育している人

・児童 1人につき　　 1～ 3年目　月額4,350円　
　　　　　　　　　   4 ～ 5 年目　月額2,175円
※奇数月の年 6回支給。
※所得制限、公的年金との併給制限あり。
※認定から 5年経過した時点で支給終了。

遺児手当
（市）

母（父）子家庭（配偶者が重
度障害者の家庭を含む）また
は父母以外の人で18歳以下の
児童を養育している人

・児童 1人につき　月額 2,300円
※ 3・ 7・11月の年 3回支給
※所得制限なし。

特別児童
扶養手当
（国）

心身に障害のある20歳未満の
児童を養育している人

・身体障害 1 ･ 2 級程度又はIQ35以下程度の障害児　　　  月額53,700円
・身体障害 3級（ 4級の一部を含む）程度の障害児又
　はIQ50以下程度の障害児　　　　　　　　　　　　　   月額35,760円
※上記障害程度については目安であり詳細については診断書等で判定
※ 4・ 8・11月の年 3回支給　※所得制限あり。

福祉課
（℡44-0321)

障害者
扶助料
（市）

身体障害者(身体障害者手帳)
知的障害者（療育手帳）
戦傷病者（戦傷病者手帳）
精神障害者（精神障害者保健福
祉手帳）
上記各手帳を所持している人　
自閉症状群と診断された人など

・身障手帳 1 ･ 2 級、療育手帳A判定、精神手帳 1級 　　　　月額2,600円
・身障手帳 3 ･ 4 級、療育手帳B判定、精神手帳 2級 　　　　月額2,300円
・身障手帳 5 ･ 6 級の進行性筋萎縮症、自閉症状群と診断された人　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  月額2,300円
・身障手帳 5 ･ 6 級、療育手帳C判定、精神手帳 3級　 　　　月額1,300円
・戦傷病者手帳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  月額1,300円
※ 3 ･ 9 月の年 2回支給　※所得制限なし。
※在宅要介護者介護手当（市）との併給制限あり。

在宅重度
障害者手当
（県）

身体障害者手帳か療育手帳を
所持している在宅の重度障害
者の人
※65歳以上で新たに障害者と
なった人は対象外

・身障手帳 1 ･ 2 級かつIQ35以下（重複障害）　月額15,500円
・身障手帳 1 ･ 2 級又はIQ35以下（単独障害）　月額 6,750円
・身障手帳 3級かつIQ50以下　（重複障害）　 月額 6,750円
※ 4 ･ 8 ･12月の年 3回支給
※所得制限、特別障害者手当等（国・県）との併給制限等あり。
※施設入所者、長期入院者は除く。

特別障害者
手当等
（国・県）

精神か身体に著しい重度の障
害があり、日常生活において
常時特別の介護を必要とする
在宅の人

・特別障害者手当（20歳以上）　　月額27,980円
・障害児福祉手当（20歳未満）　　月額15,220円
・経過的福祉手当（20歳以上）　　月額15,220円
上記金額に障害程度（診断書等で判定）を基準に下記金額を加算
・特別障害者手当　
　身障手帳 1 ･ 2 級かつIQ35以下（重複障害）　月額6,850円
　身障手帳 1 ･ 2 級又はIQ35以下（単独障害）　月額1,050円
・障害児福祉手当、経過的福祉手当
　身障手帳 1 ･ 2 級かつIQ35以下（重複障害）　月額6,900円
　身障手帳 1 ･ 2 級又はIQ35以下（単独障害）　月額1,150円
※ 2 ･ 5 ･ 8 ･11月の年4回支給　※所得制限等あり。
※施設入所者、長期入院者は除く。
※税法上の特別障害者とは基準が異なります。

在宅要介護
者介護手当
（市）

65歳以上の高齢者で、3か月以
上寝たきり状態または認知症の
人を在宅で介護している人

・月額8,000円
※ 3・ 9月の年 2回支給
※障害者扶助料（市）との併給制限あり。

高齢者支援課
（℡44-0325)

生 活

マイナンバーカード
電子証明書システム
の運用停止期間

令和 5 年度予算

市民課窓口の
混雑状況確認
はこちらから▶

所在地 地目 土地面積 用途地域 最低入札価格 問合

天神町四丁目79番 1 宅地 168.27 ㎡ 第 1種住居地域 17,012,000円

経営改善課
（℡44-0301）

天神町四丁目79番 3 宅地 193.88 ㎡ 第 1種住居地域 20,182,000円

天神町四丁目79番 6 宅地 186.46 ㎡ 第 1種住居地域 19,671,000円

富岡字片洞1036番 6 宅地 267.76 ㎡ 市街化調整区域 6,530,000円

羽黒字桜海道53番 1 、58番 3 、
59番 1 、60番 2 宅地 1,023.50 ㎡ 市街化調整区域 29,638,000円

羽黒字小豆田 9番 6 宅地 218.99 ㎡ 市街化調整区域 11,759,000円

四季の丘四丁目43番地 宅地 227.22 ㎡ 市街化調整区域 8,406,000円 学校教育課
（℡44-0351）四季の丘四丁目44番地 宅地 253.70 ㎡ 市街化調整区域 7,308,000円
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氏名 長瀬　尚美
電話番号 62-2466
担当区域 栗栖全域、継鹿尾

納期限 固定資産税・
都市計画税

市民税・
県民税

軽自動車税
（種別割）

国民健康
保険税 介護保険料 後期高齢者

医療保険料
5 月 1 日㊊ 1期・全期 1期
5月31日㊌ 全期 2期
6月30日㊎ 1期・全期 1期 3期
7月31日㊊ 2期 2期 4期
8月31日㊍ 2期 3期 5期 1期
10月 2 日㊊ 4期 6期 2期
10月31日㊋ 3期 5期 7期 3期
11月30日㊍ 6期 8期 4期
12月25日㊊ 3期 7期 9期 5期

令和 6年
1月31日㊌ 4期 8期 10期 6 期

2 月29日㊍ 4期 9期 11期 7 期
4 月 1 日㊊ 10期 12期 8 期

　民生委員・児童委員の交代があ
りましたのでお知らせします。
任期　令和 7年11月30日まで

※他区域の民生委員児童委員は、
広報犬山 1月 1日号12・13ページ、
3月15日号10ページに掲載してい
ます。
問合　福祉課（℡44-0320）

　日本⾻髄バンクを介して⾻髄ま
たは末梢⾎幹細胞の提供を行った
人（ドナー）や、その人の勤務事
業所へ助成を行います。
　⾻髄等の提供のために要した通
院・入院に対し、ドナー本人には
日額 2万円を、ドナーの勤務事業
所には日額 1万円（ 7日分を限
度）を助成します。
※詳しくは市ホームページ ペー
ジ番号1001457 を見てください。
問合　市民健康館（℡63-3800）

　市では、高齢者や障害者などを
対象に、家具等転倒防止器具の取
り付け補助を行っています。
対象　
①65歳以上の高齢者のみの世帯
②介護保険の要介護または要支援
　の認定者がいる世帯
③障害者のいる世帯
④その他上記に準ずる世帯
※申請は対象世帯 1回まで。
取付数　 1世帯あたり 4点までの
　　　　家具
費用　無料（器具代金含む）
申込・問合　令和 6年 1月31日㊌
　　　までに防災交通課（℡44-
　　　0346）か各出張所へ

　市では、子どもと高齢者を対象
に自転車乗車用ヘルメットの購入
金額の一部を補助しています。
対象　市内在住で次の①②に該当
　　　する人
① 7歳～18歳（平成17年 4 月 2 日　
　～平成29年 4 月 1 日生まれ）
②65歳以上（昭和34年 4 月 1 日以　
　前生まれ）
※令和 5年 4月 1日㊏以降に購
入し、安全性の認証（SGマーク
等）を受けた新品のヘルメットが
補助対象です。
※申請はヘルメットの利用者 1人
につき 1個、 1回限りです。令和
3・ 4年度にこの補助を受けた人
は対象になりません。
補助金額　ヘルメット購入金額の
　　　 2分の 1（100円未満切り
　　　捨て、上限2,000円）
申込・問合　令和 6年 2月29日㊍
　　　までに、領収書、カタログ
　　　もしくは説明書（ヘルメッ
　　　ト本体でも可）、通帳（補
　　　助金の振込先）を持って市

　配達には 1週間程度かかる場合
があります。
●固定資産税・都市計画税
　納税通知書を 4月11日㊋に発送
します。口座振替の場合を除き、
納付書を 5枚（前納分 1枚、期別
納付分 4枚）同封しています。
●軽自動車税（種別割）
　納税通知書を 5月 2日㊋に発送
します。通知書の内容を確認して
納期限（令和 5年 5月31日㊌）ま
でに納めてください。
問合　税務課（℡44-0315）

　市では災害に備えて保管してい
る備蓄食料のうち、賞味期限が間
近となったものを地域の防災訓練
を行う町内会等に無料で配布して
います。
　配布を希望する団体等は、下記
まで問い合わせてください。
※配布数に上限はありませんが、
残量や時期によって制限する場合
があります。
問合　防災交通課（℡44-0346）

　評価額の縦覧とは、固定資産税
の納税者が、自分と他の人の土
地・家屋の評価額を一定期間帳簿
で比較することができる制度です。
　課税台帳の閲覧とは、いつでも
自分の所有する資産の評価額など
を、課税台帳（名寄帳）により確
認できる制度です。
　期間中は名寄帳を無料で交付し
ます。
期間　 4月 3日㊊～ 5月 1日㊊
場所　市役所 1階税務課
持物　マイナンバーカードなどの
　　　本人確認書類
※納税者が法人の場合は委任状が
必要です。
問合　税務課資産税担当
　　　（℡44-0315）

　　　役所 3階防災交通課（℡44
　　　-0347）へ

民生委員・児童委員
の交代

骨髄移植ドナー
支援助成事業

家具等転倒防止器具
取り付け補助

自転車用ヘルメット
購入費を補助

納税通知書を
発送します

　市税や保険料は、コンビニ・金融機関等での納付のほか、下記方法でも納付できます。
問合　収納課（℡44-0317）

●口座振替のできる科目と令和5年度の納期限

●還付請求書が届いたら
　二重納付や税額の更正などで税金や保険料の還付が発生すると、還付通知書と還付先の口座を
指定するための還付請求書が届きます。還付先の口座は、還付請求書を返送するか、次の二次元
コードからオンライン申請してください。

※振替開始は依頼日（金融機関で手続きをした日）の翌月以降からとなります。年度途中の全期前納申し込み
の場合は、その年度は各期別での振替となり、翌年度から全期前納扱いとなります。

②各種スマートフォン決済アプリによる納付
※手数料負担はありません。

④口座振替
　納期限の 1か月半より前を目安に手続してください。
　 1．「口座振替依頼書」を入手（市内金融機関窓口、市役所、各出張所にあります）。
　 2．「口座振替依頼書」に必要事項を記入し、届出印を押す。
　 3．指定する口座の金融機関窓口へ提出。

①NEW！地方税 共通納税サービスによる納付（令和5年4月納付分より開始）
　　マークのついた固定資産税、軽自動車税の納付書は、「地方税お支払サ
イト」からスマートフォンで納付書の二次元コードを読み込むことでオンラ
インによる納付が可能です。また全国のeL-QR対応の金融機関でも納付でき
ます。（ゆうちょ銀行は 5月より対応）

③クレジットカード、インターネットバンキングによる納付
※手数料（各自負担）がかかります。窓口・ATMでの取り扱
いはしていません。

市指定金融機関　三菱UFJ銀行、名古屋銀行、いちい信用金庫、愛知北農業協同組合、十六銀行、岐阜信用金庫、
大垣共立銀行、東濃信用金庫、東春信用金庫、愛知銀行、中京銀行、東海労働金庫、ゆうちょ銀行（郵便局）

※市民税・県民税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料は対象外となります。

固定資産
評価額の縦覧・
課税台帳の閲覧

備蓄食料の有効活用

生 活 市税・保険料の納付

利用可能な金融機関な
ど最新情報は「地方税
お支払サイト」へ▶
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子どもの年齢 講座名 日時 内容

3 ～ 5 か月 ①すくすくタイム 4月12日㊌10:30～11:30 あやし遊び・絵本

6か月～ 1歳未満 ②さくらっこ　ひよこ 4月14日㊎10:30～11:30 離乳食講座・親子遊び

1歳～ 1歳 6か月 ③さくらっこ　あひる 4月21日㊎10:30～11:30 親子遊び・絵本

1歳 7か月～ ④さくらっこ　こねこ 4月28日㊎10:30～11:30 戸外遊び

令和5年 4月 1日以前に2歳の誕生日を迎え
た就園前の子ども ⑤わくわくっこ 4月20日㊍10:30～11:30 英語で遊ぼう・絵本

0～3歳の多胎児（多胎児の妊婦を含む） ⑥にこにこタイム 4月26日㊌10:30～11:30 親子遊び・情報交換

令
和
五
年
犬
山
戌
亥
会

・リクライニング式長椅子
・電子体温計
・ゴムサッカーボール 4号
・ボールネット
・ワイヤレスマイクロホン
・空気清浄機
・高圧洗浄機
・吸水スポンジ
・防犯カメラレコーダー ★児童センター

　18歳未満の子どもが自由に遊べる施設で、市内に 6か所あります。
　開館時間　毎週㊊～㊏ 9 :00～18:00（㊐㊗を除く）
　※東児童センターさんにぃれは㊋㊗と㊐の午後、年末年始が休館
●子育て広場ぽんぽこ（乳幼児とその保護者）ふれあい遊びや体操、育児情報などを提供します。
　日時　㊊～㊎10:00～15:00 (㊗、年末年始を除く）　場所　犬山南、犬山西、城東、羽黒、楽田の5つの児童センター
●パパもあそぼう（乳幼児とその保護者）子どもとお父さんが楽しく関われる遊びを提供します。
　日時　 4月15日㊏10:30～11:30　場所　犬山西児童センター

　子どもと遊び、子どもと学び、子育てについて相談できる場所や、各施設で実施している子育て支援事業を
紹介します。

★子育て支援センター、さら・さくらつどいの広場
　市内に 3か所あり、おおむね 0～ 3歳までの子どもとその保護者が
一緒に遊べる場所を提供します。子育てに関する相談もできます。

●子育て支援コーディネート「ぷらっと」（℡070-1277-2726）（東児童センター内）
　相談・援助などを行います。　日時　㊊、㊌～㊎10:00～13:00 （年末年始を除く）
●子ども未来課（℡44-0324）（市役所 1階）　子育て情報を提供します。
●子ども未来センター（要予約）（℡61-1295）（保健センター 1階）　対象　 3歳児～中学生
　子どもの精神発達に関する心配事や、子育ての悩みごとについて専門家に相談ができます。
　日時　 4月25日㊋　① 9 :15～　②10:45～　③13:00～　④14:30～
●家庭児童相談室（℡62－4300）（保健センター 2階）　日時　毎日 9 :00～17:00（㊏㊐㊗、年末年始を除く）
●すくすく❣いぬまる（℡44-0359）（保健センター内）　日時　毎日 8 :30～17:00（㊏㊐㊗、年末年始を除く）
　妊娠、出産、子育て期の相談に保健師や助産師等が対応します。
　専用Eメール　sukusukuinumaru@city.inuyama.lg.jp（名前、電話番号を記載してください）

★子育て講座
　子育てに関する知識や遊び体験など育児に役立つ講座を実施します。
　場所　①④⑥は東児童センターさんにぃれ　②③⑤は市民健康館交流ホール
　申込・問合　 4月 4日㊋から開催前日までにさら・さくら　つどいの広場（℡63-3817　 9 :30～15:30）へ

●犬山市子育て支援センター
　（東児童センターさんにぃれ内）
日時　毎週㊌～㊊10:00～16:00
※㊐は正午まで
問合　℡66-5700

●橋爪子育て支援センター
　（橋爪子ども未来園内）
日時　毎週㊊～㊎10:00～15:00
問合　℡61-7533

●さら・さくら　つどいの広場
　（市民健康館内）
日時　毎週㊋～㊏10:00～15:00
※市民健康館の休館日は除く
問合　℡63-3817

●市内小中学校（ 9 枚）へ

　国民年金保険料を令和 5年 4月
分から改定します。
　改定前　月額16,590円
　改定後　月額16,520円
納付方法　納付書による納付、
　　　口座振替、クレジットカー
　　　ドによる納付、電子納付、
　　　キャッシュレス決済
※詳しくは日本年機構ホーム
ページ（https://www.nenkin.
go.jp）や市ホームページ ページ
番号1001954 を見てください。
問合　保険年金課（℡44-0328）

　国内に住む20歳以上60歳未満の
人は国民年金に加入することが義
務付けられています （厚生年金
または共済年金の加入者は除く）。
　20歳になる前月に「国民年金加
入のお知らせ」が、誕生日から約
2週間以内に「国民年金保険料納
付書」「基礎年金番号通知書」が
日本年金機構から送られます。
　通知書は厚生年金への加入や年
金を受け取る際に必要なため大切

　申し込み不要で初心者の人でも
無理なくできる体操です。
●ゆったりストレッチ体操
　音楽に合わせ全身を使ったスト
レッチ体操です。
日時　 4月13日㊍・27日㊍
　　　10:00～11:30
場所　南部公民館 2階和室
講師　愛知県健康づくりリーダー
費用　各回300円
●らくらく体操
　椅子に座って「肩こり、腰痛、
膝痛」予防の体操などを行います。
日時　① 4月12日㊌・②19日㊌
　　　10:00～11:00
場所　①南部公民館会議室 1
   ②南部公民館講義室

講師　健康づくり推進員
費用　各回100円
【共通】
対象　どなたでも
持物　飲み物、健康手帳、マット　
　　　またはバスタオル（ゆった　
　　　りストレッチ体操のみ）
問合　市民健康館（℡63-3800）
※ 5月以降の日程は次の二次元
コードのゆったりストレッチ体操
とらくらく体操のペー
ジに随時掲載します。

　疾病の早期発見・早期治療につ
なげるため、脳検診の助成を実施
しています。
対象　過去 3年間助成を受けてい　
　　　ない40歳以上75歳未満の国
　　　民健康保険の加入者
※希望者多数の場合は抽選
申込・問合　 4月14日㊎までに保
　　　険年金課（℡44-0327）へ

　20歳以上の学生で、保険料を納
めることが難しいときに猶予され
る制度です。過去 2年分までさか
のぼって申請できます。
対象　大学（大学院）、短大、
　　　高等専門学校、専修学校、
　　　各種学校（学校教育法で
　　　規定されている修業年限が
　　　 1年以上の課程）のいずれ
　　　かに在学し、本人の前年度
　　　所得が基準以下の人
※一部の海外大学の日本分校も対
象になります。
持物　学生証か在学証明書、基礎　　
　　　年金番号が分かる書類、マ
　　　イナンバーカードなどの本
　　　人確認書類
申込・問合　市役所 1階保険年金
　　　課（℡44-0328）か各出張
　　　所へ

に保管してください。
　「国民年金加入のお知らせ」な
どが届かないときは、保険年金課
か近くの年金事務所へ連絡してく
ださい。
問合　一宮年金事務所
　　　（℡0586-45-1418）
　　　保険年金課（℡44-0328）

善意ありがとう
ございます

国民年金の
保険料を改定

国民年金保険料の
学生納付特例制度

20歳になった人の
国民年金加入

　今回は、桃太郎公園周辺を歩き
ます。健康づくり推進員が引率し
ます。
日時　 4月 5日㊌10:00から
　　　約 1時間
集合　桃太郎公園河川敷駐車場
費用　無料
持物　飲み物
問合　市民健康館（℡63-3800）
※当日 8 :30時点で雨天の場合は
中止します。
※当日⾎圧が高いなど体調によっ
ては参加できないこともあります。

ちょこっと歩こう
IN 桃太郎公園

子どもと遊ぶ

子どもと学ぶ

子育てについて相談する

児童センターについて
詳しくはこちら▶

子育て講座について
詳しくはこちら▶

「ぷらっと」への
相談予約はこちら▶

子育て支援センターについて
詳しくはこちら▶

4 月の子育て情報子 育 て

健 康

生 活

4 月の健康体操

脳検診の助成
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日時 内容 託児

① 4月18日㊋
10:30～11:30

「発達を知る」
　～はじめての世界へようこそ～
講師　愛知県立大学非常勤講師
　　　臨床発達心理士　近藤みえ子氏

あり

② 4月27日㊍
10:30～11:30

「わが子に伝えたいわらべうたあそび」
講師　NPO法人名古屋コダーイセンター　　　
　　　山川祐子氏

親子
参加

③ 5月11日㊍
10:30～11:30

「やさしい離乳食」
講師　スギ薬局管理栄養士 あり

④ 5月17日㊌
10:30～11:30

「ベビー＆ママヨガ」
講師　ヨガインストラクター　田中久美子氏

親子
参加

⑤ 5月24日㊌
10:30～11:30

「心の栄養たっぷり！絵本の世界」
講師　日本絵本ケア協会代表　真下あさみ氏 あり

日時　毎週㊋（㊗除く） 
　　　 9 :15から約 1時間
※予約制です。事前に電話してく
ださい。上記日時で都合が悪い場
合も個別に対応しますので電話で
相談してください。
※保健センターでは、妊娠中から
相談できます。

持物　妊娠届出書、筆記用具、
　　　マイナンバーカードまたは
　　　通知カードと本人確認書類
※公的機関発行の顔写真が付いて
いない本人確認書類（健康保険証
など）の場合は 2点必要
申込・問合　保健センター（℡61
　　　-1176）へ

　妊娠期、子育て期の家庭の経済
的支援として、給付金を支給しま
す。令和 4年 4月 1日以降の出生
が給付金対象です。
●出産応援給付金
　妊婦に対し 5万円を支給します。
※妊娠届出時のアンケート・面談
後に申請案内を配付します。

●子育て応援給付金
　子ども 1人あたり 5万円を支給
します。
※赤ちゃん訪問でのアンケート・
面談後に申請案内を配付します。
【共通】
　旧住所地で支給を受けず犬山市
へ転入した人は、保健センターで
手続きが必要です。
問合　保健センター（℡61-1176)

　子どもを生み育てたいという希
望をもち不妊治療を受けている夫
婦等への助成を行います。
●特定不妊治療
対象　不妊症と診断され、特定不
　　　妊治療（体外受精や顕微授
　　　精、男性不妊治療）中で治
　　　療開始時点の妻の年齢が43
　　　歳未満の夫婦（事実婚関係
　　　にある人も含む）
対象となる治療
　　　特定不妊治療のうち、保険
　　　適用の治療
助成額　「 1回の治療」に要した
　　　自己負担額（上限100,000
　　　円)
申込　治療終了日から 1年以内に
　　　保健センターへ
※申請書類など詳しくは市ホーム
ページ ページ番号1009
036か次の二次元コード
を見てください。
●一般不妊治療
対象　不妊症と診断され、一般不
　　　妊治療（体外受精や顕微授
　　　精を除く）中の夫婦（事実
　　　婚関係にある人も含む）
対象となる治療
　　　一般不妊治療（ホルモン療
　　　法や人工授精等）のうち、
　　　保険適用の治療
対象となる治療の期間
　　　令和 5年 3月～令和 6年 2
   月に行った治療分

助成額　治療に要した自己負担額
　　　　（ 1年度あたりの上限額
　　　　50,000円）
申込　令和 6年 3月15日㊎までに
　　　保健センターへ
※申請書類など詳しくは市ホーム
ページ ページ番号1008
921か次の二次元コード
を見てください。
問合　保健センター（℡61-1176)

　おたふくかぜ（流行性耳下腺
炎）はおたふくかぜウイルスに
よって感染し、重症になると、脳
炎・難聴・無菌性髄膜炎などの合
併症をおこす場合があります。ワ
クチンを接種して発症や重症化の
予防に努めましょう。
対象　 1歳から小学校入学前まで
　　　で、おたふくかぜに罹患し
　　　たことがない市内在住の子
　　　ども
助成回数　過去の接種回数にかか
　　　わらず 1回のみ（令和 5年
　　　 4月 1日以降の接種に限る)
助成額　2,000円
接種方法
①指定医療機関に予約する
②接種日に、指定医療機関にある
　申請書に必要事項を記入する
③接種後、指定医療機関が設定し
　た金額から2,000円を差し引い
　た金額を支払う
※指定医療機関は市ホームページ
ページ番号1006533を見てください。
※指定医療機関以外で接種を希望
の人は、接種後に手続きが必要に
なるため保健センターへ問い合わ
せてください。
●任意予防接種について
　おたふくかぜワクチンは予防接
種法に基づかない任意の予防接種
です。接種する際は医師から十分
説明を受けたうえで接種してくだ
さい。
問合　保健センター（℡61-1176)母子健康手帳の

交付と説明会
出産・子育て
応援給付金

　日々子育てを頑張っているママたちのために、専門の先生からヒント
をもらうことで、子育て力がアップする講座です。
　親子の絆を深めながら、子どもの発達を促すための関わり方や育て方
のポイントなどを聞きます。講座を通して子育て仲間の輪も広がります。

　市立図書館では、本とのすてきな出会いづくりのため、子ども図書
館まつりを開催します。人形劇や講演会、ミニ工作教室などイベント
がいっぱい。リコーダーコンサートも行います。
● 5 月 6 日㊏
①図書館コンサート　～リコーダーの音色に包まれて～
時間　10:30～12:00
場所　 2階学習室
定員　当日先着60人
演者　積志リコーダーカルテット
②人形劇団 ゆめぽけっとによる人形劇
時間　14:30～15:30
場所　 2階　学習室
対象　小学生以下と保護者
定員　先着60人　※要事前申込み
演目　「くつ下DEショーひよこのまっくろポッポ」「すいかどろぼう」
※小学校低学年向けです。
● 5 月 7 日㊐
③ミニ工作教室
時間　10:30～11:30　場所　 2階　ボランティアルーム
内容　紙やフェルトでオリジナル小物を作ります
講師　城井恵理子氏（図書館サポーター）
対象　小学生以下
定員　当日先着10人
④講演会「ブックトークの基本と実践」
時間　13:30～15:00　場所　 2階　学習室
講師　埼玉県三芳町立図書館　司書　本田まゆみ氏
定員　先着60人　※要事前申し込み
【共通】
申込　②人形劇と④講演会については、 4月 5日㊌10:00～ 5 月 4 日㊗
　　　18:00に電話または次の二次元コード
　　　から申し込み
※②のみ保護者と子ども 2人まで 1度に申し
込めます。
問合　市立図書館（℡62-6300）

　小中学校の就学費用を援助する
制度があります。申請は毎年度必
要です。令和 5年度分
は 4月 1日から受け付
けます。
問合　学校教育課（℡44-0350）

場所　①②③⑤は、市民健康館さら・さくら201・204会議室
　　　④は、城東児童センター
対象　 0歳のお子さんとその保護者
　　　（両親や祖父母、妊婦など大人のみの参加も可）
※初めて受講する人を優先。
定員　先着10組　費用　 5回で1,000円（大人 1人につき）
※子どもが 3人以上または双子がいる世帯の参加費は無料。
※生後 6か月以上児の託児あり（定員10人、 6か月未満児は親子同室
で保護者の見守り）
申込・問合　 4月 4日㊋～ 8日㊏（ 9 :30～15:30）に電話で
　　　さら・さくらつどいの広場（℡63-3817）か次の二次
　　　元コードから申し込み

おたふくかぜワクチン
任意予防接種費用の
一部助成

「 0 ・ 1 ・ 2 歳児を
持つ親の勉強部屋」
第 1 期受講生募集

不妊治療費の助成 「子ども図書館まつり」は 5 月 6 日・ 7 日子 育 て

就学援助

▲昨年の様子
（動画）

▲人形劇 ▲講演会
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　犬山扶桑歯科医師会と犬山市は、
80歳以上の人、または令和 5年度
中に80歳になる人で、自分の歯が
20本以上ある人を表彰します（過
去に表彰を受けた人は除く）。
　8020表彰を受けるには、犬山扶
桑歯科医師会加入の歯科医院で歯
科健診が必要です。直接犬山扶桑
歯科医師会加入の歯科医院へ申し
込んでください。
募集期間　 4月 1日㊏～ 5月31日
　　　㊌
対象　昭和19年 3 月31日以前に生
　　　まれ、20本以上自分の歯が
　　　ある市内在住の人
申込　犬山扶桑歯科医師会加入の
　　　歯科医院
問合　保健センター（℡61-1176)
　　　犬山扶桑歯科医師会すぎう
　　　ら歯科　杉浦（℡62-8844)

　肺炎球菌は、気管支炎や敗⾎症
などの重い合併症を引き起こすこ
とがあります。
●定期接種
　対象者には予診票を送付します。
対象　令和 5年度に65歳、70歳、
　　　75歳、80歳、85歳、90歳、
　　　95歳、100歳になる人で、過
　　　去に肺炎球菌ワクチン（商
　　　品名：ニューモバックNP)
　　　を接種したことがない人
※自費で接種したことがある人に
も予診票が届きますが、定期接種
の対象にはなりません。
※心臓、腎臓または呼吸器の機能
により、身体障害者手帳 1級相当
の人、または医師がそれに相当す
ると判断した人で、過去に肺炎球
菌ワクチン（商品名：ニューモバ
ックスNP）を接種したことがな
い人は、60歳以上65歳未満の人で
あっても定期接種の対象となりま
す。身体障害者手帳のコピーまた
は医師の診断書を持って、接種前
に保健センターで手続きしてくだ
さい。
●定期接種対象外
　接種前に健康手帳と健康保険証
を持って保健センターへ来てくだ
さい。
対象　次の①②いずれかに該当す
　　　る75歳以上の人で、市の助
　　　成を受けたことがない人
①過去に肺炎球菌ワクチン（商品
名：ニューモバックスNP）を接
種したことがある人
②過去に肺炎球菌ワクチン（商品
名：ニューモバックスNP）を接
種したことがない人で、定期接種
対象年齢外の人
接種期間　 4月 1日㊏～令和 6年
   3 月31日㊐（病院休診日を　　　
　　　除く）
問合　保健センター（℡61-1176)

予防することができます。
日時　 5月17日㊌14:00～15:00
　　　（開場13:30から）
場所　レイクサイド入鹿
講師　（株）東海第一興商
　　　音楽健康指導士
対象　市内在住の65歳以上の人と
　　　その家族
定員　先着35人
持物　動きやすい服装、飲み物、　　
　　　タオル
申込・問合　 4月24日㊊～ 5月10
　　　日㊌に高齢者支援課
　　　（℡44-0325）へ
※体験会終了後に 6月から開催の
「ＦＹＳ」の申し込みも合わせて
行います。

DAM式元気応援塾
　カラオケDAMを使って、楽し
く運動ができるフレイル予防スク
ール「FYS」の無料体験会を開催
します。インストラクターと一緒
に、座って行う腹式呼吸を中心と
した運動や筋力アップのための運
動、認知症予防のためのコグニサ
イズや頭の体操に取り組みます。
【フレイルとは】
　「年齢により心身が老い衰えた
状態」のことで、高齢者の場合、
生活の質を落とすだけでなく、様
々な合併症も引き起こす可能性が
あります。体の衰えに早く気付い
て対策を行うことで、フレイルを

8
はち
0
まる
2
にい
0
まる
表彰者を

募集

高齢者用肺炎球菌
ワクチン予防接種

4 月に
満85歳になる人へ

　タクシー料金の基本料金相当額
を助成しています。85歳の誕生日
の前日から手続きができます。
対象　満85歳以上の人（障害者タ　
　　　クシー料金助成の対象と
　　　なる人を除く）
枚数　 4月申請は28枚交付
持物　対象者の顔写真（縦 4cm×
　　　横 3cm） 1枚、窓口で受け
　　　取る人の本人確認書類
※公的機関発行の顔写真が付いて
いない本人確認書類（健康保険証、
介護保険証等）の場合は 2点必要
※申請書は市役所1階高齢者支援
課で配布しているほか、市ホーム
ページ ページ番号1003916 また
は次の二次元コード
からもダウンロード
できます。

問合　高齢者支援課（℡44-0325）

毎月第 １ ・第 3 火曜日
4 / 4 ㊋、 4 /18㊋、 5 / 2 ㊋19:00
まで
●市民課（℡44-0303）
　住民票の写し・戸籍・印鑑登録
証明書の発行、印鑑登録、転入届、
転出届の受付、マイナンバーカー
ドの交付（要予約）
●保険年金課（℡44-0327）
　国民健康保険、後期高齢者医療
制度の各種届、福祉医療費助成に
関する各種届および支給申請、国
民年金の各種届
●福祉課（℡44-032１）
　障害者手帳、自立支援医療、障
害者手当、障害福祉サービスの申
請
※相談はできません。
●子ども未来課（℡44-0323）
　児童手当、児童扶養手当、遺児
手当の申請・各種届

毎月第 2 ・第 4 日曜日
4 / 9 ㊐、 4 /23㊐ 9 :00～12:00
　市民課窓口で住民票の写し・戸
籍・印鑑登録証明書の発行、印鑑
登録、マイナンバーカードの交付
問合　市民課（℡44-0303）

　令和 5年度の納期限一覧は13ペ
ージにあります。
※口座振替以外の納付は、市指定
金融機関、コンビニ、アプリ、ク
レジットカード、ペイジーおよび
市役所・出張所でお願いします。
問合　収納課（℡44-0316）

　マイナンバーカードの交付は
事前予約が必要です。予約状況
は市ホームページ
ページ番号1006949
で確認できます。

休日・平日時間外の水道緊急時
問合　白山浄水場（℡61-1260）

災害情報はここから

●犬山市『あんしんメール』
登録は次のメールアドレスに空
メール（件名・本文なし）を送信

t-inuyama-city@sg-p.jp
（空メール送信用アドレス）

●犬山市公式LINEアカウント
　@inuyamaでID検索

●テレビ
　NHKデータ放送（リモコンの
　dボタンから）
　ケーブルテレビCCNet（地デ　
　ジ12ch）

●ラジオ
　愛知北エフエム　84.2MHz

高 齢 者

見本

平日窓口延長

日曜市役所

「フレイル予防
スクール」
無料体験会
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「警察官・警察職員募集」　　
　警察官・警察職員は、『県
民の安全と安心を守る』ため
に仕事をしています。
　警察官・警察職員の業務は
非常に幅広く、あなたの能力
を発揮できる場所が必ず見つ
かります。あなたも「安全な
社会を守り続ける」仕事をし
てみませんか。
採用日程
●第 １ 回警察官採用
　（A）［大卒程度］
　（B）［高卒程度］
受付期限　 4月10日㊊まで
第 1 次試験日　 5月14日㊐
●第 １ 回警察職員採用
　［大卒程度］
受付期限　 4月21日㊎まで
第 1 次試験日　 5月21日㊐
受験資格・以後の試験日程等
については受験案内や下記に
お問合せください。
問合　採用センター (℡052-96
　　　1-1479　㊊～㊎ 8 :45～
　　　15:30　㊗除く）
　　　犬山警察署(℡61-0110）

　城下町の古寺、旧磯部家住宅、
堀部邸などを訪ねる犬山城下町の
魅力再発見の散策に参加しません
か。
日時　 5月11日㊍ 9 :00～13:30頃
集合　犬山駅西口ロータリー
費用　200円（資料代）
持物　弁当、飲み物
申込・問合　 4月28日㊎までに
　　　村上（℡090-6369-8629）
　　　へ

　「ほほえみ」を浮かべた円空彫
り仏像展示と仏師による実演を行
います。
日時　 4月18日㊋～24日㊊
　　　 9 :00～16:00
　　　（初日は11:00から、
　　　最終日は15:30まで）
場所　旧磯部家住宅　展示蔵
費用　無料
問合　旧磯部家住宅（℡65-3444)

　茶道（裏千家）薄茶点前の練習
をします。
日時　 5月10日㊌～ 7月 5日㊌
　　　までの毎週㊌（全 9回）
　　　19:00～21:00
※初日の 5月10日は18:30から
場所　勤労青少年ホーム 3階和室
費用　10,000円（全 9回分）
※別途お菓子代必要
対象　若い社会人の女性から退職
　　　後の夫婦まで、まったくの
　　　初心者から茶道経験者まで
定員　12人程度
持物　ふくさ、扇子、懐紙
※持っていれば
申込・問合　 4月 1日㊏～30日㊐
　　　に森（℡68-0337）へ

　ツボを使った鍼灸についての解
説・体験会を開催します。「鍼

はり

や
お灸

きゅう

ってなに？！」そんな疑問に
お答えします。
日時　 4月16日㊐10:00～11:00
　　　（受付 9 :45から）
場所　丸山地区学習等供用施設
　　　休養室
対象　どなたでも
申込　不要
問合　犬山鍼灸マッサージ師会
　　　（℡65-8092）

日時　 4月15日㊏13:30から
　　　（予備日 4月22日㊏、23日
　　　㊐）
場所　継鹿尾山寂光院
内容　サックス奏者とギター奏者　　
　　　の共演
費用　100円
問合　寂光院（℡61-0035）

犬山年金者の会
歴史散策

仏師　水野芳春
円空彫り個展

先聖寺茶道クラブ
会員募集

日時　毎週㊋㊎18:45～21:00
※ 1 か月間無料体験あり
場所　市武道館剣道場
対象　年中～小学 6年生
費用　月3,000円
　　　（兄弟割引あり）
申込　練習日に直接市武道館剣道
　　　場へ
問合　犬山剣道連盟　宮田
　　　（℡090-8322-7616）

日時　毎週㊊㊎19:00～21:00
※ 1 か月間無料体験あり
場所　市武道館柔道場
対象　年中～一般
費用　月2,000円
申込　練習日に直接市武道館柔道　　　
　　　場へ
問合　犬山柔道会　小川
　　　（℡61-0082）

問合　市立図書館（℡62-6300）　
開館時間　10:00～18:00（㊊休館）

　小さいときから本を読む楽しさを知っていることは、子どもが大きく
なるためにとても大切なこと。子どもたちにもっと本を！との願いから、
「こどもの読書週間」は1959年（昭和34年）にはじまりました。もともと
は、 5月 5日の「こどもの日」を中心とした 2週間でしたが、2000年よ
り今の 4月23日（世界本の日・子ども読書の日）～ 5月12日になりました。
「こどもの読書週間」のあいだ、図書館や本屋、学校などでは楽しい行事
がいっぱい行われます。
　第65回目となる今年の標語は、「ひらいてとじた　笑顔がふえた」が、
応募数626作品の中から選ばれました。
　本を開き、読み終えた本を閉じた時、おもわず笑顔になる瞬間。
　大人が本を子どもに手渡す週間が「こどもの読書週間」でもあるのです。
　あなたは、その笑顔をどんな本と一緒に、誰に手渡したいですか？

■市立図書館公式
　Facebookアカウント

　サン＝テグジュペリ自身の飛行士としての十五
年間の経験を書いたノンフィクションエッセイ集
である。数奇な経験を巧みな文体で情景を描写
し、また詩的な美しさを感じられる。極限状態で
の友情や人間らしい生き方とは何かが主題となっ
ている。『人間の土地』の童話版が『星の王子さ
ま』と思われる。二冊の本を通して読むとより深
く理解できると思う。人間の本然の姿を星々や地
球のあいだに探し求めるサン＝テグジュペリの物
語は哲学書ともいえる。

こころのねっこ「こどもの詩」
55周年精選集（2017～2021）

読売新聞生活部監修
中央公論新社

　
　『読売新聞』生活面の人気
コーナー「こどもの詩」の55
周年を記念した精選集。2017
年 1 月～2021年12月に掲載さ
れた詩の中から、選りすぐり
の220篇を収録する。「こと
ばのしっぽ」の続編。

土門拳のこどもたち
土門 拳 著　

株式会社クレヴィス
　　

　「こども写真」の名手・土
門拳。1935年に写真家として
スタートした時期から、戦前
の出世作、名作「筑豊のこど
もたち」を含め、1950年代ま
での「こどもたち」の写真164
点を収録。北野武、岸哲男の
寄稿も掲載する。

図書館
だより

『人間の土地』　サン＝テグジュペリ

読書会藍の会の一冊

◎2023第65回「こどもの読書週間」

 

1日㊏　「けるるんくっく」紙芝居

4日㊋　ふうちゃんおはなし会

8日㊏・22日㊏　「ももたろう」おはなし会

15日㊏　犬てつ「えほんで たい話
わ

」

28日㊎　藍の会　読書会　　　  　

11:00～11:30

10:30～11:30

11:00～11:30

10:30～11:15

14:00～16:00

場所　市立図書館（本館）4 月のイベント

はり・きゅう
体験会

青もみじコンサート

「市民のひろば」に掲載を希望する人は企画広報課へ。6月号の締め切りは 4月11日㊋、7月号の締め切りは 5月16日㊋

警察署だより

剣道教室生徒募集

柔道教室生徒募集

新着本この一冊
市立図書館（本館）

㈱図書館流通センター「週刊新刊全点案内」より
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2023 年度前期

１．申込方法：窓口、申込フォーム（右記 QRコード
又は下記 URL）、メール、電話（電話は、R4、R5
年度会員のみ）でお申込みください。申込フォーム、
メールは返信を確認ください。複数受講の場合も、
1回の申込みでできます。

２．申込必要事項：①講座名 ②クラス名 ③郵便番号、住所
④氏名 ⑤携帯番号または昼間連絡のつく連絡先 ⑥会員番号（会
員登録無しの方は 登録希望の有無） ⑦追加料金が発生する場合、
Ａ. 受講する、B.受講しない、C.分からない

３．申込期間：4月 3日（月）～4月 21日（金）
窓口及び電話対応時間 9:00～17:00（土日祝、第 2・4月曜を除く）
休日窓口 4月 15日（土）13:30～15:30

犬山国際交流協会 事務局
9:00～17:00（土日祝、第 2・4月曜日を除く）
電話 (0568)48-1355 FAX(0568)48-1356
Eメール:iia@grace.ocn.ne.jp URL:http//iiea.info
〒484-0086 犬山市松本町 4丁目 21番地 犬山市民交流
センター「フロイデ」1階

ホームページ QRコード

※ 英会話サロン（犬山グッドウィルガイド主催）もあります

受講期間： 2023年 5月～2023年 9月
場 所： 犬山市民交流センター「フロイデ」
言 語： 英会話、韓国語、ドイツ語、

中国語、スペイン語、ポルトガル
語、フランス語

受講時間： 1時間/回
受 講 料： 7,000～10,500円（5～15回 講座）

※ 令和5年度の年会費を支払うと、会員価格で受講できます。
※ 申込人数により、追加料金の可能性があります。

定 員： 20名 ※ 定員を超えた応募があった場合は抽選
※ 感染防止対策を行い安全に開催します

語学講座
詳細情報 QRコード

※掲載団体の責任と費用で編集した紙面です

●初心者弓道教室
日時　 5月 6日～ 7月15日の毎週土
　　　19:00～20:45　(全11回)
場所　市弓道場
対象　市内在住･在勤・在学で18歳以上　　　
　　　の人(高校弓道部部員は除く)
定員　10名
費用　5,000円(用具代・保険料を含む)
申込　 4月 1日㊏～ 4月30日㊐に市体　　　
　　　育協会事務局へ(TEL・FAX・
　　　メール可)
●女性弓道教室
日時　 5月 9日～ 7月11日の毎週㊋
　　　 9 :30～12:00　(全10回)
場所　市弓道場
対象　市内在住･在勤・在学で18歳以上
　　　の女性
定員　 5名
費用　5,000円(用具代・保険料を含む)
申込　 4月 1日㊏～ 4月30日㊐に市体
　　　育協会事務局へ(TEL・FAX・
　　　メール可)

日時　 5月20日㊏・27日㊏・6月 3日㊏　　　
　　　・17日㊏　13:00～16:00
　　　（全 4回のコース講習ですが 1
   回のみの参加も可能です）

場所　市武道館剣道場

日時　 5月21日～ 6月11日の毎週㊐
　　　予備日　 6月18日㊐・25日㊐
   9 :00～12:00　(全 4 回)

場所　山の田公園テニスコート
対象　市内在住・在勤・在学で小学 5年
　　　生以上、またはテニス協会会員
費用　3,000円(高校生以下2,000円）
定員　先着20名
申込　 4月14日㊎～ 5月14日㊐に市体
　　　育協会事務局へ（TEL・FAX・
　　　メール可)

日時　 6月11日㊐
場所　エナジーサポートアリーナ
対象　一般男女　先着200人
部門　シングルス
　　　ベテラン男子(65歳以上)
　　　ベテラン女子(65歳以上)
　　　シニア男子(45歳～64歳)
　　　シニア女子(45歳～64歳)
　　　青年男子(45歳未満)
　　　青年女子(45歳未満）
　　　※年齢は令和 6 年 4 月 1 日現
　　　在　
費用　 1人1,000円
申込　 5月10日㊌まで
　　　申込用紙に氏名・住所・電話番号
　　　・所属チーム名・年齢を記入し、
　　　郵送してください。
　　　〒484-0894　犬山市羽黒八幡
　　　31-8
　　　犬山卓球協会 理事長 入尾範之
問合　市体育協会事務局

　岐阜県最古の寺院(高澤観音）から
高沢山～大仏山～本城山を巡る見所
たっぷりなハイキングです。
日時　 5月14日㊐ 9 :00現地集合
集合　日龍峯寺(高澤観音)第 1駐車場
場所　岐阜県関市下之保4585
対象　市内在住･在勤･在学で5時間程　　　　
　　　度歩ける健康な人
定員　先着20人

費用　 1人200円 中学生以下無料
        (当日徴収)
申込　 4月23日㊐ 9 :00～29日㊗
　　　申込用紙に氏名･性別･生年月
　　　日･年齢･住所･電話番号･⾎液
　　　型･持病の有無･当日の緊急連
　　　絡先（氏名・電話番号）を記
　　　入し市体育協会事務局へ（ 1
   人で 3 人まで申込可）※電話
　　　申込不可
その他　雨天中止／新型コロナ感染
　　　状況により中止の場合あり

●スキー
1月29日　モンデウス飛騨位山スノー
パーク
小学生低学年女子　　　早瀬優羽
小学生高学年女子　　　板垣悠未
中学生男子　　　　　　早瀬優陽
女子の部　　　　　　　浜口尚美
60歳以上の部　　　　　柴田洋介
50歳以上の部　　　　　荒井裕史
40歳以上の部　　　　　早瀬憲次
40歳未満の部　　　　　宮本寛幸

対象　市内在住･在勤･在学の人(小学
　　　生参加可)
費用　 1回300円
持物　運動靴・飲み物・タオル
申込　 4月 7日㊎～ 5月19日㊎に市体　　
　　　育協会事務局へ（TEL･FAX・
　　　メール可)

　（公財）愛知県スポーツ協会は毎年体育スポーツの向上・発展に功績のあった
県下の個人や団体に対して体育表彰を行っています。令和 4 年度は、犬山市か
ら「スポーツ功労賞」に岡﨑日出季氏・髙木浩行氏・入尾範之氏が選ばれました。
日頃の功績、貢献を称えられての受賞となりました。おめでとうございます。

　永年にわたりスポーツ少年団の指導者として功績の
あった方に対して贈る愛知県スポーツ少年団表彰の受賞
者が決定いたしました。令和 4年度は、犬山市から庄田
幸彦氏が選ばれました。日頃の功績、貢献を称えられて
の受賞となりました。おめでとうございます。

令和 ４ 年度愛知県スポーツ協会表彰者【スポーツ功労賞】

令和 ４ 年度愛知県スポーツ少年団表彰者

市民大会
優勝者または優勝チーム

スポーツスクール事業

バウンドテニス教室

初級・中級テニス教室

第19回犬山藤田杯 卓球大会

春の市民ハイキング

問合　ＮＰＯ法人犬山市体育協会
(9:00～17:00） ℡･FaxFax54-1016
〒484-0888　羽黒新田字上堅筬1-1
Eメール　office@inuyama-taikyou.net
ホームページ　www.inuyama-taikyou.net

※掲載団体の責任と費用で編集した紙面です

弓道協会　 岡﨑日出季氏 市体育協会　髙木浩行氏 卓球協会  入尾範之氏

楽田クルーズ 庄田幸彦氏

第67号①
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売買・賃貸・管理

㈱中央不動産センター
売買無料査定、土地活用等、不動産の相談承ります！

〒484－0086 犬山市松本町3－1
TEL：（0568）65－0565

AM ９：３０ ～ PM 6：0０
Email / inuyama@apamanshop-fc.com 

定休日：なし

犬山店
全国1000店舗超、
盛況営業中！

※財源確保のために有料広告を掲載しています。広告の内容に関する問い合わせは、直接広告主へ。広告※財源確保のために有料広告を掲載しています。広告の内容に関する問い合わせは、直接広告主へ。広告

交通事故死「 0 」継続を目指して
　 2月 7日、扶桑町のアクロスプラザ扶桑駐車場
にて、犬山警察署による「チャレンジ 3年死亡事
故「 0」出発式」が行われました。犬山警察署管
内では交通死亡事故ゼロが 2年間続いており、こ
れは昭和29年の犬山警察署発足以来、初めてのこ
ととなっています。 3 年間死亡事故ゼロの達成
を目指し、出発式終了後、白バイ 2台、GTOパト
カー、パトカー 4台が、交通事故抑止に向け街頭
啓発活動を展開しました。

１560人が城下を駆ける　　
　 2月12日、犬山城下一帯にて「いぬやまランニ
ングフェスティバル2023」が開催されました。こ
の「いぬやまランニングフェスティバル」には
1 kmと 3 kmの 2つのコースが用意されており、
1 kmの部では親子での参加や、仮装して走る参加
者も見られました。
　新型コロナウイルスの影響により 3年ぶりの開
催となった今回は、多くのランナーが参加し、計
1560人が完走しました。

▲城下町を走るランナーたち

▲街頭啓発に出発する白バイら

栗栖で本物のキノコづくり　　　
　 2月18日、栗栖地区を中心に活動する地元団体
「ミラマチ栗栖」の主催によるキノコづくりイベ
ント「本物のキノコづくりin犬山栗栖」が行われ
ました。
　このイベントでは、キノコの原木への菌打ちが
体験でき、約60人が参加しました。参加者は「ミ
ラマチ栗栖」のメンバーから説明を受け、シイタケ、
ナメコ、ヒラタケのグループに分かれて原木への菌打
ちを体験しました。

▲原木への菌打ちを体験する参加者

▲改修前

▲すべり口がリニューアルされた犬山ひばりヶ丘公園の
　ジャイアントスライダー

ジャイアントスライダーがリニューアル　　　
　改修工事を行っていた犬山ひばりヶ丘公園のシ
ンボルであるジャイアントスライダーがリニュー
アルされ、 3月から遊べるようになりました。
　安全確保を目的とした老朽化対策に加え、新た
にネット通路ともうひとつすべり台が取り付けら
れ、より魅力あふれる遊具へ生まれ変わっていま
す。
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日付
休日歯科診療

受付時間 9 :30～11:30

医院名 電話

4月 2日㊐ 四季の丘デンタルクリニ
ック 0568-65-1118

4月 9日㊐ 山村歯科クリニック 0568-65-1333

4月16日㊐ 植月歯科クリニック 0587-93-8180

4月23日㊐ 吉田歯科医院 0568-61-0122

4月29日㊗ 塚原歯科医院 0568-61-4540

4月30日㊐ たけのこ歯科 0568-39-6522

5月 3日㊗ わだち歯科クリニック 0587-93-6777

人口   72,570人（－234人）

男   36,014人（－142人）

女   36,556人 （－92人）

世帯   31,722世帯（＋392世帯）

（　 ）は前年同月との比較

　犬山だより 2号を執筆している
今、犬山市議会 2月定例議会の会
期中です。また、今月号の特集で、
施政方針を掲載させていただいて
います。そこで、施政方針の政策
実現までの流れや犬山市議会と市
長の役割・関係について記します。

【市政運営は…】
　市役所は、市民の生活に密着し
守る仕事をしています。そのため、
みなさんの想いが、反映されなけ
ればなりません。しかし全ての市
民が参加して、市政運営をするこ

とは難しいことで、市民の代表で
ある市議会や市長が中心となって
犬山市政を運営しています。

【市議会と市長の役割】
　市長は、みなさんが真ん中にい
る「やさしく」「げんきな」まち
で、ずっと住み続けたい・これか
ら住みたいと思っていただける持
続可能な犬山づくりを進めるため
に、政策実現への想いを込めた予
算や条例を提案します。
　一方、市議会は市政を監視し
チェックするとともに、議会へみ
なさんの声を届けながら、政策提
言と政策立案を行い、問題解決を
図るため、市政の方針を決定する
役割を担います。そして、市長は
市議会の決定に沿って施策を実行
します。

【市議会と市長の関係】
　これまでお示ししてきた通り、
政策実現という想いを形に変える

ためには、議会との議論や対話は
不可欠であり、議決された結果と
ともに、そのプロセスを大切にし
ていかなければなりません。特に
犬山市議会は、市民のための議会
改革を実践し、積極的な議員提案
を重ねるなど、これからのあるべ
き議会の姿勢を示す議会活動の先
進的存在です。そのような市議会
と切磋琢磨・協力しつつ、犬山市
の未来のため、市民のための政策
実現の努力を重ねていきます。
　また、市長としてみなさんの想
いと考えに寄り添って、具体的な
行動につなげることが大切です。
政策実現のためには、強い意志を
持って判断・実行し成果につなげ
ていかなければなりません。それ
が市長の役割です。

　犬山市を一歩ずつ確実に進めて
いきます。

●犬山市休日急病診療所（内科・外科）
診療日　 4月 2日㊐、9日㊐、16日㊐、23日㊐、
　　　29日㊗、30日㊐、5月 3日㊗
受付時間　 8 :45～11:30（診療 9 :00～）
　　　　　13:30～17:00（診療13:30～）
場所　五郎丸東 1 -70
　　　（国道41号「五郎丸交番前」信号交差点南へ100m）
電話　℡0568-62-8100（予約のうえ来所してください）
※診療日の医師は市ホームページ ページ番号1000647
を見てください。

℡0587-51-3333
㊏㊐㊗　受付時間　 8 :30～16:30
　　　　診療時間　 9 :00～12:00、13:30～17:00　

●救急医療情報センター　℡0568-81-1133
※電話のかけ間違いに注意してください。
※24時間365日体制で、医療機関の案内を行っています。
●あいち救急医療ガイド
 https://www.qq.pref.aichi.jp/
※受診可能な医療機関を検索できます（ 5か国語対応）。

●小児救急電話相談　℡＃8000か、℡052-962-9900
夜間に医療相談が受けられます。受付／19:00～翌朝 8 :00 

●歯科診療

※都合により変更する場合がありますので電話確認のうえ、
来院してください。

保険外併用療養費（紹介状無く初診の場合7,700円）がかか
ります。

政策実現のために

■各種相談コーナー（無料）
内容 日時 場所 その他

市民 平日 8 :30～17:00 市役所 1階市民相談室 ㊌㊎ 8 :30～16:00は手話通訳可
㊌㊍㊎相談員は女性

行政 4月28日㊎10:00～15:00 市役所　会議室 当日先着順
登記 4月12日㊌13:00～15:00 市役所　会議室 当日先着順

不動産・空き地・空き家 4月11日㊋13:00～16:00 市役所　会議室 当日先着順
行政書士 4月26日㊌13:30～15:30 市役所　会議室 当日先着順

住宅（要予約） ㊊～㊎（㊗・年末年始除く）
（予約により決定）

相談者宅など
（予約により決定）

予約は直接または電話で市役所
2階都市計画課(℡44-0331)へ

人権 4月12日㊌13:00～16:00 南部公民館会議室 3 ―

年金
毎週㊋・㊎（㊗除く）
 9 :30～16:30
（12:00～13:00は休憩）

市役所 2階相談室①
市役所 1階保険年金課窓口で当日
受付(先着12人、受付 8 :30～16:00)
※年金額、加入期間の確認は不可

一宮年金事務所による
年金出張相談（要予約）

5月11日㊍10:00～15:00
（12:00～13:00は休憩、 1人
30分間、奇数月のみ開催）

市役所　会議室
予約は 4月24日㊊～28日㊎ 8 :30
～17:15に電話で保険年金課年金
担当(℡44-0328)へ(先着 8人)

消費生活 毎週㊊～㊍（㊗除く）
13:00～17:00(受付16:30まで) 市役所 1階相談室(℡44-0398) ―

弁護士による消費生活
法律（要予約） 4月21日㊎13:00～16:00 市役所 3階301会議室 予約は市役所 3階産業課

（℡44-0340）へ

労働（要予約） 4月19日㊌13:00～16:00 市役所 2階相談室② 予約は前日までに市役所 3階産
業課（℡44-0340）へ

内職 毎週㊋(㊗除く） 9 :00～12:00 市役所 1階相談室(℡44-0340) ―
いちサポによる就職相談

（要予約）
① 4月 4日㊋10:00～16:00
② 4 月27日㊍13:00～16:00

①ハローワーク犬山
②市役所 2階相談室②

予約はいちのみや若者サポートス
テーション（℡0586-55-9286）へ

市民活動（要予約） ㊊～㊏ 9 :00～17:00 フロイデ 1階協働プラザ
「わんまるーむ」(℡48-1221) ―

ふくし総合相談 平日 8 :30～17:15 市役所 1階福祉課(℡44-0319) ―
生活困窮者相談 平日 8 :30～17:15 福祉課相談室（℡44-0319） ―

弁護士による法律
（要予約）

① 5月11日㊍
② 5月18日㊍
9 :00～12:00（ 1 人20分間）

フロイデ 1階社会福祉協議会

予約は① 4月 6日㊍、 ② 4 月20
日㊍の各日13:00から電話で社
会福祉協議会（℡62-2508）へ
（先着順）

ボランティア 4月 3日㊊・17日㊊
10:00～12:00

フロイデ 1階
協働プラザ交流スペース ―

身体障害者当事者
による相談 4月 5日㊌10:00～15:00 身体障害者活動センター

ふれんど（℡61-8008） ―

知的障害者保護者
による相談

4月10日㊊・24日㊊
10:00～12:00 市役所 1階相談室 ―

犬山市
スマホ・パソコン相談

（要予約）

毎週㊊㊏13:30～15:30
毎週㊌ 9 :30～11:30
第 1 ・ 3 ㊋17:00～19:00
第 2 ・ 4 ㊐ 9 :00～12:00

㊊㊋㊌㊐は市役所 2階相談室②
㊏は勤労青少年ホーム 2階

予約は電話でいぬやまe-コミュ
ニティーネットワーク（℡62-
1888 9 :00～17:00㊐㊗除く）へ
（先着 2人㊐は先着 3人）

青少年の悩み相談
平日 9 :00～17:00
4 月 9 日㊐は 9 :00～12:00
4 月18日㊋は19:00まで

市役所 3階文化スポーツ課
青少年センター（℡44-0318)

4月 9日㊐ 9 :00～12:00、18日㊋
17:15～19:00は市役所 1階市民
相談室
左記時間外は留守電対応

児童生徒の不登校相談室 平日 9 :00～17:00
フロイデ 1階教育支援センター
ゆうゆう（℡63-0502、 
℡39-5522）

4 月 1 日より「適応指導教室ゆ
う・ゆう」から名称を変更しま
す。

児童虐待に関する
情報提供 平日 8 :30～17:15 市役所 1階子ども未来課

（℡44-0322）
電話(℡61-6288)は24時間対応
つながらない場合はダイヤル「189」へ

ひとり親自立 平日 9 :00～16:00 市役所 1階子ども未来課
（℡44-0323） ―

ポルトガル語・
スペイン語　外国人 毎週㊎13:00～16:30 市役所 1階相談室 ―

英語・タガログ語 
中国語　外国人 4月28日㊎13:00～16:30 市役所 1階相談室 ―

税理士による税務相談
（要予約）

5月11日㊍13:00～16:00
（ 1 人40分間、奇数月のみ開催） 市役所 2階相談室②

予約は 4月10日㊊から先着順。
直接または電話で市役所 1階税
務課（℡44-0315）へ

休日（日曜・祝日）診療　

休日小児診療　江南厚生病院内（こども救急診察室）

救急医療の案内 犬山市の人口と世帯（ 3月 1日現在）
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いつもかわいい笑顔を
ありがとうね。
元気に育って！

1歳になる記念に赤ちゃんの写真をのせませんか

いつも癒しをありがとう。
元気いっぱいに

すくすく大きくなぁれ！

我が家の癒し系アイドル！
いつもスマイル
ありがとう！

瞬くん1歳お誕生日
おめでとう。

元気に育ってくれてありがとう！

令和 4年 2月生まれ 令和 4年 2月生まれ 令和 4年 2月生まれ 令和 4年 2月生まれ

応募はこちら

颯
そう

ちゃん 彩
あ き

季ちゃん 煌
こうせい

生ちゃん 瞬
しゅん

ちゃん

抽選で 4人の写真を翌々月の広報犬山に掲載します。　応募締切　 4月20日㊍
次回掲載予定　令和 5 年 6月号　　対象　令和 4 年 3月・令和 4 年 4月生まれの赤ちゃん

　風の中に 土のにおいに 日本を

知る 私を見つける

　全国各地の風物を紹介するＮＨ

Ｋ番組「新日本風土記」は、この

言葉のナレーションから始まりま

す。

　犬山祭こそ故郷犬山の風土記だ

とわたしは思っています。

　この祭は地域の産土・針綱神社

のマツリですが、針綱神社の祭神

尾治針名根連命（オワリハリナネ

ムラジノミコト）は、神社の東北

一キロのところにある三世紀造営

の東之宮古墳の埋葬者と考えられ

ます。

　今からほぼ二千年の昔、木曽川

が飛騨の急峻な山間地を下った地、

濃尾平野を統治したこの部族国家

の長は、天と地がつながるあの高

台に眠っています。

　人類の進歩発展は、歌や踊りに

始まり、火を発見し、言葉や文字

を創造し、宗教や政治を発達させ

てきました。

　その一連のヒトの営みが犬山祭

の中には凝縮されているのです。

故郷の山や川とともにあったわれ

われの先祖たちの遺伝子が祭りの

日になると蘇り、語り掛けてきま

す。

　コロナ禍との戦いの歴史も、祭

りの中に秘めて。
（一社）犬山祭保存会

「犬山祭は故郷の風土記」
（一社）犬山祭保存会

　　　　　　　　会長　石田 芳弘


